
 

● 先々週号で

お伝えしたよう

に、県議団は県

党委員会と対策

本部を立ち上げ、

豪雨による被

害を受けた安

芸市、香美市、

芸西村、大豊

町などの現場

へ調査に入り

ました。 

そして、この 17日、次の七つの項目（堤防

改修・河床浚渫、がけ崩れ対策、中山間地

の給水施設補修、家屋・水路の土砂撤去、

医療介護費の負担免除、農地復旧、行政間

広域的支援）について県に要望。対応した

岩城副知事

は「すぐに

知事に伝え

ます。被災

者が困って

いる事で知

らない事も

あるので、

情報を寄せ

て下さい」

と、直ちに

対応する姿

勢であるこ

とを表明し

ました。 
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●
ビ
キ
ニ
被
災
船
員
の 

 
 

救
済
の
必
要
性
あ
り 

２
０
日
、
ビ
キ
ニ
核
被
災
国
家
賠
償

訴
訟
の
判
決
が
出
さ
れ
た
。
国
は
こ

の
６
４
年
間
、
被
災
船
員
に
対
し
て

何
も
せ
ず
放
置
し
て
き
た
事
が
裁

判
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、

請
求
を
却
下
す
る
不
当
判
決
だ
っ

た
。
そ
の
一
方
で
判
決
は
、
行
政
に

よ
る
「
救
済
の
必
要
性
」
に
つ
い
て 

触
れ
、
司 

法
で
は
な 

く
行
政
に 

よ
る
救
済 

を
期
待
す 

る
も
の
と 

な
っ
て
い 

る
。
原
告 

ら
は
「
私
た
ち
は
日
本
政
府
に
見
放

さ
れ
た
。
国
民
で
あ
り
な
が
ら
国
民

扱
い
さ
れ
て
い
な
い
」
と
怒
り
「
命

の
あ
る
う
ち
に
解
決
を
願
う
」
と
新 

た
な
決
意
を
示
し
た
。
核 

兵
器
禁
止
条
約
６
条
で 

は
、
核
実
験
に
よ
る
被
災 

者
の
救
済
を
求
め
て
お 

り
、
条
約
の
批
准
を
求
め 

る
運
動
と
連
動
し
た
原 

告
支
援
が
必
要
で
す
。 


